
10月16日（金）に第1回総括安

全衛生委員会が開催されました。

今回の委員会ではストレスチェッ

クが中心議題でした。

2014年6月25日に公布された

「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律｣により、ストレスチェッ

クは2015年12月1日から従業員50

人以上の職場の事業者（学校なら

校長）に1年に1回おこなうことが

義務化されました。

当然,県立学校でもストレスチェッ

ク制度が実施されることになり、

保健体育課は校長や教頭に対して

既に事前の学習の機会を設定し、

職場への情報提供を指示したと回

答しています。

今回の｢茨城の教育｣ではストレ

スチェック制度の概要を説明する

とともに総括安全衛生委員会での

議論や課題について報告します。

ストレスチェック制度って何？

①ストレスチェック制度の目的は

「労働者のメンタルヘルス不調の

未然防止」「労働者自身のストレ

スへの気づきを促す」「ストレス

の原因となる職場環境の改善につ

なげる」の３つで、事業者にとっ

ては義務だが労働者にとっては権

利。メンタルヘルスでの療休者が

増加傾向にある学校職場では必要

不可欠の制度と言える。

②事業者が選定したストレスチェッ

クの実施者（医師、保健師等）が

ストレスチェックを実施する。

ストレスチェックは「簡易調査

票」を使っておこなうが、「調査

票」は「職場のストレス要因」

「心身のストレス要因」「他の労

働者による当該労働者への支援」

の三つの領域の質問に四択で答え

るものです。

詳しくは厚労省「こころの耳」

（http://kokoro.mhlw.go.jp/)

で検索できます。

③「簡易調査票」の結果にもとづ

いてストレスチェック実施者（医

師、保健師等）がストレスの判断

を行い、高ストレス者かどうかを

選定する。

ストレスチェック結果は実施者

から結果出力後速やかに労働者に

通知される。労働者の同意がなけ

れば、事業者（校長）に結果を通

知することは禁じられている。

事業者（校長）はストレスチェッ

ク結果が通知された後でなければ、

労働者に同意を求めることはでき

ない。

④高ストレス者と選定された労働

者は、事業者（校長）に医師の面

接指導を申し出ることができる。

面接指導の申し出があった場合、

事業者（校長）は1ヶ月以内に医

師の面接指導を設定しなければな

らない。

⑤面接指導を実施する場合、事業

者（校長）は当該労働者に関する

労働時間、労働密度、深夜業の回

数及び時間数、作業態様並びに作

業負荷の状況等の勤務の状況並び

に職場環境などに関する情報を提

供する。

⑥面接指導の結果、医師から労働

時間の短縮、時間外労働の禁止・

制限、業務負担の軽減や職場環境

の改善などの意見が出された場合、

医師の意見に沿った改善がなされ

なければならない。

⑦ストレスチェック実施者（医師、

保健師等）は、④～⑥の流れとは

別にストレスチェックの結果をも

とに職場ごとの集団的分析をおこ

なう。

集団分析結果は事業者に提供さ
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れて、事業者（校長）は衛生委員会

などでの検討を通して、職場環境の

改善のために活用する。

総括安全衛生委員会の議論から

①教職員50人以下であっても教職員

数にかかわらず全ての県立高校、特

別支援学校でストレスチェックを実

施する。現時点では2016年10月実施

を予定。実施期間は1ヶ月とする。

②ストレスチェックの対象者は一般

定期健康診断の対象者と同様とする。

（非常勤講師は除く）休職中の教職

員は実施の対象としない。

③ストレスチェックの実施者（医師、

保健師等）は県教委が委託する。

④ストレスチェック簡易調査票は、

手書きかパソコン入力にするかにつ

いて併用という意見が多く出された。

特別支援学校では1人1台パソコン

が配備されていないため、パソコン

入力だけだと勤務時間外にやらなけ

ればならなくなることが委員会で問

題になった。

⑤県教委は、現時点では「面接指導

は各学校の衛生管理医に依頼するこ

とを考えている」ことを明らかにし

たが、多くの委員や健康管理医の代

表の委員からも疑問の意見が出され、

今後の検討課題となった。

ストレスチェックの制度が教職員

のストレスの現状を改善する有効な

ものにするためには面接指導をする

医師のメンタルヘルス問題に対する

専門性と熱意が必要不可欠で、この

問題は制度の成功のカギとなる。

まとめ

繰り返しになりますが、ストレス

チェック制度は労働者にとっては権

利です。高ストレス状態をそのまま

にして放置していればメンタル不調

になります。制度はメンタル不調を

未然に防止することが目的です。

多忙な職場では、新しいことに対

して「面倒くさい」と拒否するよう

な傾向がありますが、長時間労働や

パワハラなどの職場環境を改善する

とりくみを組織として始めなければ

何も変わりません。ストレスチェッ

ク制度を職場改善のツールにしてい

く必要があります。

引き続き、組合ではストレスチェッ

ク制度に関する情報を提供していき

ますので、職場での問題点等をメー

ルや電話でお寄せください。

以前、勤務していた学校で職場の

衛生委員をしている事務職員の方が、

衛生委員会で次のような話をされた

ことがあります。「私たち事務職は、

昼休みがあってもないような職場な

んです。昼休みに電話も多いし、給

料日に限らず昼休みに事務室にやっ

てくる先生も多いんです。昼休みは

事務職員の休憩時間なのだから、先

生方が用事があったとしても昼休み

を外してもらうことができないので

しょうか。｣

衛生委員会で話し合って、事務長

から朝会か職員会議で「事務室に用

事がある場合は、先生方は13時から

にして、12時台は外すようにして下

さい｣と言ってもらうことになりま

した。その後、先生方はそのような

対応をするようになりましたが、少

数職種の方の仕事や休憩時間につい

ては衛生委員会などで問題にして教

職員全員の共通理解を広げていくこ

とが非常に重要です。

職場の衛生委員会のメンバーは、

年齢や職種の違う教職員で構成する

必要があります。多種多様な構成だ

から、想定していない意見が出て、

実際に起こっている職場の問題が明

らかになります。校務分掌や職種が

違っても、同じ学校に勤める同僚で

す。同僚の困っていることを見過ご

さずに、組織として改善のとりくみ

を進めることが非常に大事です。

9月19日に成立した集団的自衛権

行使を可能とする安全保障関連法

（｢戦争法｣）の廃止を求める集会

「許すな戦争する国づくり 10.21戦

争法反対 いばらき★ACTION」が水

戸駅南口で開催され、約200人が参

加しました。

「戦争法に反対する県民連絡会議」

の田中重博代表は「安保関連法は憲

法違反。参院選を視野に、野党共闘

を呼びかけ、安保関連法を廃案に追

い込んでいこう」と訴え、リレートー

クになりました。

今回のリレートークではこれまで

と違って中学生や高校生の訴えがあ

りました。男子中学生は「戦争法に

反対する皆さんのような大人の人た

ちを応援したい」と発言し、女子高

校生は「行動を起こしていかないと

いけないと感じている。私たちのよ

い未来を作るためにも戦争法を廃止

させたい｣と訴え、参加者から大き

な拍手が巻き起こりました。

集会後、参加者は水戸駅北口に移

動して、「戦争法廃止」「安倍政権

は退陣」「野党共闘」などのシュプ

レヒコールをあげて国道50号を大工

町までデモ行進しました。
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